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１ 指定管理者制度の趣旨 

   平成１５年９月２日に施行された地方自治法の一部を改正する法律により、公の

施設の管理について「指定管理者制度」が創設されました（地方自治法第２４４条

の２）。従来、流山市の公の施設管理は、流山市、公共的団体及び流山市の出資法

人に限定されていましたが、法改正により、広く民間の事業者も管理の代行ができ

るようになりました。 

   これにより流山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、流山市東部公民

館（以下「東部公民館」という。）の管理代行をする指定管理者の候補者を募集し

ます。管理運営について創意工夫のある提案を募ります。 
 

２ 公募の概要 
（１）施設の名称 

流山市東部公民館 
（２）指定管理者の公募及び選定方法 

指定管理者の公募は、流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する

条例に基づいて行い、流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条

例施行規則に従い、事業計画書等の提出によって実施します。 

選定については、流山市指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）

で、事業計画書等の審査を行い、指定管理者の候補者を選定するものとします。 
（３）選考結果の通知 

指定管理者の候補者の選考結果通知は、申請書類を提出した応募者すべてに対

して速やかに通知します。 
（４）承諾書の提出 

   指定管理者の候補者は、選定委員会の決定通知を受けた後、教育委員会に承諾

書を提出することになります。 
（５）協定の締結 

  地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、平成２０年１２月議会の議決

を経て指定管理者として指定された場合、教育委員会からその旨の通知をします。 

    その後、包括的事項を定めた基本協定及び年度ごとの実施事項を定めた年次協

定を締結するものとします。 
（６）問い合わせ先 
    流山市教育委員会生涯学習部公民館（流山市文化会館） 

〒２７０－０１７６ 流山市加１丁目１６番地の２ 

電 話 ０４－７１５８－３４６２ 

ＦＡＸ ０４－７１５８－３４４２ 

時 間 午前９時から午後５時まで 
 
３ 管理を行わせる対象施設の概要 
（１）名  称    流山市東部公民館 

          （流山市立中央図書館東部分館との複合施設） 
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（２）施設の概要   ア 敷地面積   １，６１１㎡ 

           イ 建築面積   ６６７㎡ 

           ウ 延べ床面積  １，１３９㎡ 

           エ 構造規模   鉄筋コンクリート造、地上２階 
（３）施設内容    １階 第１会議室（４６㎡ ３６人） 

              第２会議室（７２㎡ ４８人） 

              調理実習室（６６㎡ ３０人） 

              図書館（７２㎡） 

           ２階 大会議室（２１６㎡ １６２人） 

              第２会議室（９１㎡ ６０人） 

              第１和室（１５畳 ２０人） 

第２和室（１８畳 ２０人） 

              控室（６畳 ６人） 

（４）その他     駐車場収容台数  ２２台 
（５）東部公民館の管理者 教育委員会 

 

４ 申請することができる者の資格（留意事項等を含む） 
（１）応募者 
  ア 応募資格 

     平成２０年９月１５日時点で、市内に事業所等がある特定非営利活動促進法

（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する法人（ＮＰＯ法人）、民法

（明治２９年法律第１１号）第３４条に規定する法人（公益法人）、社会福祉

法人並びに市内で活動している文化団体及び自治会（以下「法人等」という。） 

 ※個人での応募は不可 

  イ 応募者の制限 

  法人等（法人格のない団体にあっては、その代表者及びその役員）が次のい

ずれにも該当しないこと。 

（ア）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同項 

を準用する場合を含む。）に該当する者 

（イ）地方自治法施行令第１６７条の４第２項（同項を準用する場合を含む。）に

該当する者 

（ウ）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９２条の２、第１４２条、第１６

６条、第１６８条及び第１８０条の５に該当する者 

（エ）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始

決定がなされていないもの 

（オ）国税又は市税を滞納している者 

（カ）暴力団及びその構成員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団及び第６号に規定する暴

力団員をいう。）である者 
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（キ）本業務を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財務能力を有しない者 

（ク）手形交換所による取引停止処分を受けてから２年を経過しない者又は申請日 

前６か月以内に手形又は小切手を不渡りした者 
（２）応募書類 
  ア 流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第３条

に定める関係書類（正本１部、副本９部） 

ただし、別記１号様式「流山市公の施設に係る指定管理者の指定申請書」中の

２関係書類のうち、以下の書類は、正本１部を提出して下さい。 

  （ア）法人にあっては登記簿謄本 

（イ）印鑑証明 

（ウ）納税証明書 

・法人市民税又は市県民税 

・消費税又は地方消費税 

（エ）営業許可・認可等の証明書 

  イ 平成１８年度の財政状況が把握できる書面（正本 1 部、副本９部） 
（３）必要な資格 
    次の免許を取得し、資格を有する技術者を雇用していること（取得又は雇用見

込みを含む。）。当該免許が必要な業務を再委託する場合は、再委託先の必須条件

となる。 

  ア 警備業法（昭和４７年法律第１１７号）に基づく警備業の認定 

  イ 建築物環境衛生一般管理業の登録 

  ウ 甲種防火対象物の防火管理者の資格（再委託不可） 
（４）留意事項 
  ア 重複提案の禁止 

    応募一法人等につき、東部公民館に対する事業計画等の提案は一案とします。 

 イ 提案内容変更の禁止 

    提出された書類の内容を変更することはできません（軽微な修正は除く。）。 

 ウ 虚偽の記載をした場合の無効 

   応募書類に虚偽の記載があった場合は失格とします。 

 エ 応募の辞退 

    応募を辞退する場合には、速やかに教育委員会に文書で辞退届けを提出して

下さい。 

オ 費用負担 

応募に関して必要となる費用は応募者側の負担とします。 

カ 提出書類の取扱い 

  （ア）応募書類は理由のいかんを問わず返却しません。 

（イ）教育委員会は、必要な場合には、応募書類の内容を無償で使用できるものと

します。 

（ウ）応募書類は、選定委員会で審議されるほか、議会における審議で使用される

場合があります。なお、応募書類は、個人情報に関する情報を除き、情報公開
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の対象となります。 
５ 申請の方法及び公募に関する事項等 
（１）指定管理者の公募及び選定スケジュール 

本事業の実施スケジュールは、以下のとおりです。 

ア 公募の告示     平成２０年９月１６日（火） 

イ 公募要項等の配布  平成２０年９月１６日（火）から９月２４日（水）まで 

ウ 公募説明会     平成２０年９月２５日（木） 

エ 事業計画書及び自主事業計画書等の提出 平成２０年１０月１５日（水）まで 

オ 審査（選定委員会の開催・面接を含む。） 平成２０年１０月下旬 

カ 選定委員会の結果通知         平成２０年１１月上旬 

キ 承諾書の提出             平成２０年１１月上旬 

ク 指定管理者への指定通知        平成２１年１月～２月 

ケ 指定管理者との本協定         平成２１年４月１日 
（２）指定管理者の公募手続き 

ア 募集要項、申請書等の配布 

募集要項等を平成２０年９月１６日（火）から９月２４日（水）に配布しま

す。ただし、やむを得ない事情により９月２５日以降に配布した場合は、説明

会、質問が受けられない場合があります。 

（ア）配布場所   問い合わせ先に同じ 

（イ）配布時間   午前９時から午後５時まで 

イ 公募説明会   ９月２５日（木）午前１０時  流山市文化会館 

  ウ 仕様書に関しての質問の受付  

（ア）受付期間 平成２０年９月２６日（金）から９月２９日(月）まで 

（イ）受付時間 午前９時から午後５時まで 

（ウ）質問方法 上記問い合わせ期間内に指定の様式でＦＡＸ、持参、もしくは郵

送して下さい（郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。）。 

（エ）回答方法 平成２０年１０月３日(金)（質問があった場合は、ＦＡＸで全応

募者に回答します。） 

エ 提出書類の受付 

  必要な提出書類を以下のとおり受け付けます。 

（ア）受付締切   平成２０年１０月１５日（水）午後５時（持参提出）まで 

（イ）受付時間   午前９時から午後５時まで 

（ウ）受付場所   問い合わせ先に同じ 

オ プレゼンテーションの実施 

     応募の動機や内容、取り組みなど、提出書類を参考に聴くプレゼンテーショ

ンを実施します。（出席者は各応募法人等２名以内）１０月下旬を予定してお

り、詳細な日時及び場所は応募者に連絡します。 

カ 選定結果の通知 

  選定結果については、全応募者あてに文書で通知します。平成２０年１１月 

上旬を予定しています。 
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キ 指定管理者との協定の締結 

     指定管理者の候補者を選定した後、承諾書を提出していただきます。その後

議会の議決を経て、指定管理者として指定された法人等に対して、協定の締結

についての協議を行った後、教育委員会と協定を締結します。 
 
６ 指定管理者に行わせる業務の範囲及び内容（詳細は仕様書参照） 
（１）社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２０条の目的及び第２２条の事業を

達成するために必要な業務 

（２）東部公民館の予約に関すること。 

（３）東部公民館の使用の許可及び利用料金の収受に関する業務 
（４）東部公民館の維持管理に関すること。 
（５）その他東部公民館の管理運営に関し必要な業務 
 
７ 指定管理者に行わせる管理の基準 
   東部公民館に係る設置及び管理条例、規則等に基づくものとする。 
 
８ 指定管理者に行わせる管理の期間 

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで（５年間） 
 
９ 管理を行わせる東部公民館の利用に係る利用料金に関する事項 
   別表１ 
 
１０ 指定管理者の選定の基準及び方法 
（１）審査方法 
    指定管理者の選定にあたっては、「流山市指定管理者制度導入にかかる指針」

（平成１６年１１月施行）に基づき、選定委員会の審査により選定します。 
（２）選定方法 

ア 事前に提出していただいた事業計画書（収支計画書を含む。）及び自主事業計

画書（収支計画書を含む。）等の書類審査を行います。その後、応募者ごとにプ

レゼンテーションを実施して決定します。面接の日時は、個々へ連絡します。 

  イ 選定の基準は次のとおりです。 

  （ア）市民の平等な利用が確保されること。 

（イ）事業計画書等の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮するものであると

ともに、その管理に係る経費の縮減が図れるものであること。 
（ウ）事業計画書等に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するも

のであること。 
（エ）その他教育委員会が別に定める事項 

 
１１ 経理に関する事項 
    本事業では、利用料金制を導入するため、指定管理者は、流山市が支払う指定



 8 

管理料のほか、利用者が支払う利用料金の収入を、自らの収入とすることができ

ます。 

（１）経費の支払い 
   会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに支払います。 

なお、支払い時期や方法は協定で定めます。 
（２）管理口座・経理区分 

指定管理料及び東部公民館利用料金の収入は、指定管理者自体の口座とは別の

専用の口座で管理するものとします。 

また、指定管理業務に係る経理は、その他の業務に係る経理と区分して管理す

るものとします。 
（３）流山市が支払う経費に含まれるもの 

ア 人件費 

イ 事務費 

ウ 管理費（消耗品費、光熱水費、保守管理費、修繕費、環境整備費、施設内清掃 

費等） 
（４）収入として見込まれるもの 
    東部公民館利用料金 
 
１２ 協定に関する事項 
（１）基本的な考え方 
    選定委員会の審査結果に基づき、指定管理者の候補者を選定した後、承諾書を

提出していただきます。その後、議会の議決を経て、指定管理者として指定され

た法人等に対して、協定の締結についての協議を行った後、教育委員会と協定を

締結します。協定書の発効は、平成２１年４月１日とします。 
（２）協定内容（概要） 
  ア 指定期間に関する事項 

イ 利用の時間及び許可等に関する事項 

ウ 施設の運営と事業計画書及び自主事業計画書に記載された事項 

エ 利用料金に関する事項 

オ 流山市が支払うべき経費に関する事項 

カ 減免の取扱いに関する事項 

キ 施設管理、環境整備、清掃等の施設管理に関する事項 

ク 維持管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

ケ 指定の取り消し及び管理業務停止に関する事項 

コ その他教育委員会が必要と認める事項 

 
１３ 事業の継続が困難となった場合の措置等 
（１）協定書の解釈に疑義が生じた場合、又は協定書に定めがない事項が生じた場合の

措置について教育委員会と指定管理者は誠意をもって協議するものとします。 

（２）指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合の措置
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について教育委員会は、指定管理者の指定を取り消す等の措置を取ることとします。 

この場合、教育委員会に生じた損害は、指定管理者が賠償するものとします。 

また、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、施設の管理運営業務を遂行できるよ

うに、引継ぎを行うものとします。 

（３）その他の事由により事業の継続が困難となった場合の措置 
災害その他の不可抗力等、教育委員会及び指定管理者双方の責めに帰すことので

きない事由により、業務の継続が困難となった場合、事業継続の可否について協議

するものとします。 

なお、一定期間内に協議が整わない場合、指定管理者の協定を解除できるものと

します。 

また、次期指定管理者が円滑かつ支障なく施設の業務を遂行できるように、引継

ぎを行うものとします。 
 
１４ 業務の委託等 

指定管理者は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできま

せん。 

ただし、公民館の管理に関する業務を委託する場合で、事前に教育委員会に書面

で申請し、書面による承諾を得たときはこの限りではありません。 
 
１５ 課税に関する事項 
   法人等にかかる市民税、事業所税、指定管理者が設置した償却資産にかかる固定

資産税等は課税対象となる場合があります。 

また、ＮＰＯの行う事業についても課税対象となる場合があります。 

詳細については、国税は税務署、県税は県税事務所、市税は流山市の税担当部署

に確認すること。 
 
１６ その他 
（１）移行準備業務 
    指定管理者として指定された後、協定発効までの期間、移行準備業務について 

別途教育委員会と打合わせを重ねて、移行後、円滑な業務に移れるようにしてい 

きます。 

なお、貸し出し業務の予約については、あらかじめ教育委員会で予約を受け付

けていきます。 
（２）指定管理者の印について 
    東部公民館の指定管理者としての印を、教育委員会で作成します。 


